
令和６年度都区財政調整協議まとまる 

～交付金総額 約２１６億円（１．８％）の増～ 

財調協議の概要 

◆協議の特徴 

昨年の 12 月４日から始まった令和６年度都区財政調整協議は、本年１月 29 日の都区協議

会において都区合意に至りました。 

今回の協議は、物価高騰による経済への影響等、都区を取り巻く財政環境の先行きを見通

すことが困難な中での協議となりました。 

今年度は都区間の財源配分について、都区財政調整協議上の大きな課題である、区立児童

相談所の設置に伴う配分割合の見直しについては、現在、精力的に議論を行っている、区立

児童相談所の事務の財調上の位置付けに関する都区のプロジェクトチームでの検討結果を

踏まえたうえで、協議を行うこととなっています。 

この課題以外に、都区の合意事項である配分割合を見直すべき事由が生じていないことか

ら、現行の配分割合のもとでの協議となり、清掃費の見直し、子ども医療費助成事業費、高

校生等医療費助成事業費、保育所等の利用者負担の見直し、私立幼稚園保護者負担軽減事業

費などが、協議の中心となりました。 

区側は、現在の社会経済状況に応じた対応を図るため、昨年度に引き続き、既算定経費の

見直しを行い、新規・充実の提案に加え、改善・縮減項目を整理し提案を行うなど、特別区

間で自主的に調整した内容を基本に整理すべく協議に臨みました。 

協議の結果、高校生等医療費助成事業費など、一部の課題については協議が整いませんで

したが、物価高騰対策など、23 区間で主体的に調整して提案した事項については、多くの事

項について算定に反映することとなりました。 

引き続きの課題である都区財政調整上の諸課題については、以下のような協議が行われま

した。 

○特別交付金 

割合の引下げを求めることとあわせて、算定の透明性・公平性の向上に向けた算定事業の

一部例示化を提案しました。都側は、現行割合を変更する必要はなく、算定事業の例示化に

ついても必要ないとの主張がなされ、合意に至ることができませんでした。 

○都市計画交付金 

 特別区の都市計画事業の実績に見合うよう、交付金総額の拡大、全都市計画事業の交付対

象化などの制度の抜本的な見直しや、都が行う都市計画事業の実施状況や都市計画税の充当

事業の詳細の提示などを求めましたが、都側からは、都市計画交付金は奨励的補助金であり、

都の予算によって対応していくものであることから、各区から直接、現状や課題などを聞き

ながら対応するなどとし、具体的な議論には至りませんでした。 



区側は、総務省への照会結果を踏まえてもなお、都の予算であることを理由に都側が議論

に応じないのであれば、今後も国に対して制度改正を求めざるを得ないと反論しました。 

令和６年度財調フレーム協議 

◆財源見通し 

財調交付金の財源となる調整税等は、固定資産税が増となったことなどにより、２兆１８

９４億円、今年度と比べ、７９２億円、３．８％の増となりました。 

財調交付金総額は、１兆２１６０億円、１．８％の増となりました。 

基準財政収入額は、「令和６年度税制改正大綱」における個人住民税の定額減税の影響に

伴う地方特例交付金の増などにより、１兆３８２２億円、今年度と比べ、５８７億円、４．

４％の増となりました。  

基準財政需要額は、各区の実績を踏まえた算定項目の充実や改善を行った結果、２兆５３

７４億円、今年度に比べ、７９２億円、３．２％の増となりました。 

◆主な課題の協議結果 

個別の課題については、以下のような協議が行われました。 

○清掃費の見直し 

「標準区ごみ量については、３年程度を基本に見直す」という都区の確認をもとに、全

体の見直しを提案し、多くの項目において都区双方の見解を一致させることができました。 

しかし、各区におけるプラスチックリサイクルの実態を反映させるための態容補正新設

などについて、都側からは、プラスチックリサイクルに係る経費の補正化だけでなく、資

源回収事業費全体の算定方法について、検証することが不可欠であるなどと見解が示され、

都区双方の見解を一致させることができず、次年度以降改めて提案を行うことと整理しま

した。 

○高校生等医療費助成事業費 

特別区の実態を踏まえた特別区域のサービス水準が妥当であることを主張しましたが、

都側は昨年度協議から引き続き、現行の都基準による算定が妥当とし、協議不調となりま

した。 

なお、普通交付金の財源を踏まえた対応として、公共施設改築工事費の臨時的算定を行

うこととなりました。 

 

 

 

 

 

 



令和５年度財調再調整協議 

市町村民税法人分の増などにより、追加需要算定可能額は最終的に５３３億円となりまし

た。 

協議の結果、「国民健康保険事業助成費（産前産後保険料免除）」、「国民健康保険事業助成

費（出産育児一時金）」、「予防接種助成事業費（帯状疱疹ワクチン）」、「予防接種費（ヒブワ

クチン）」、「商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分））」、「標準給単

価等の見直し」、「物価高騰対策」、「首都直下地震等に対する防災・減災対策としての公共施

設改築経費」、「義務教育施設の新築・増築等経費の起債充当除外」の追加算定が行われるこ

とになりました。 

第４回都区協議会 

以上の協議結果を踏まえ、１月 29 日に開催された都区協議会において、最終的に合意さ

れました。 

会議の席上、区側委員を代表して吉住健一特別区長会会長が発言した内容は別紙３のとお

りです。 

都区協議会の詳細については、下記ホームページにて、録画映像の視聴が可能です。 

https://www.youtube.com/channel/UCoYuwtGg310wmmMwhXqndEQ 
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１．新規算定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３項目

○都・区市町村ＤＸ協働運営委員会経費（GovTech東京負担金）

○ひきこもり対策事業費

○病児保育事業

○定期利用保育補助事業費

○【単位費用】【態容補正】おむつ回収事業費

○国民健康保険事業助成費（産前産後保険料免除）

○在宅療養推進事業費

○予防接種助成事業費（帯状疱疹ワクチン）

○商工振興費（中小企業関連資金融資あっせん事業（緊急対策分））

○【小・中学校費】学校運営費（教育用コンピュータ運用保守経費）

○【小・中学校費】教員用デジタル教科書経費

○地域学校協働活動推進事業費

○子どもの読書活動推進事業費

２．算定改善等　　　　　　　　　　　　　　　　　２８項目

＜算定充実＞　　　　　　　１１項目

○水害対策経費

○職員研修費

○公金取扱手数料（指定金融機関業務経費）

○地域子育て支援拠点事業

○放課後児童クラブ事業費

○区立保育所管理運営費

○保育所等の第二子無償化等への対応

○健康診査（乳がん検診）

○細街路拡幅事業費

○教育相談事業費（スクールソーシャルワーカー報酬）

○成人式運営費

＜事業費の見直し＞　　　　５項目

○成人保健対策費（訪問指導）

○住宅対策費（特定優良賃貸住宅家賃対策補助）

○【投資・態容補正】高齢者向け優良賃貸住宅供給事業（まちづくり）

○【中学校費】夏休み期間プール指導員

○社会教育総務費（社会教育委員経費）

＜算定方法の改善等＞　１２項目

○災害対策費（消火器設置管理費）

○退職手当費

○【投資・態容補正】高齢者集合住宅の整備費等

○食品衛生費（食品衛生営業許可等手数料）

○清掃費の見直し

○【態容補正】農業委員会運営費

○建築紛争予防調整事務費

○建築審査会運営費

○道路維持補修費

○道路占用許可取締事務費（道路占用料）

○公園使用料・占用料

○【投資】物価高騰対策

３．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　１項目

○公共施設改築工事費の臨時的算定

都区財政調整協議会のまとめ
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都区協議会における特別区長会会長発言要旨 
  

今年度の都区財政調整協議は、物価高騰による経済への影響など、都区

を取り巻く財政環境の先行きを見通すことが難しい状況下での協議とな

った。 

都区財政調整協議上の大きな課題である、区立児童相談所の設置に伴う

配分割合の見直しについては、現在、精力的に議論を行っている、区立児

童相談所の事務の財調上の位置付けに関する都区のプロジェクトチーム

での検討結果を踏まえたうえで、協議を行うこととなっている。 

この課題以外に、都区の合意事項である配分割合の変更事由は生じない

と判断をして、現行の配分割合である５５.１％のもとでの対策を講ずる

べく、協議に臨んだ。 

協議の結果、物価高騰対策など、区側提案の多くが反映できることとな

った。これは、都区双方の努力の成果だと考えている。 

一方、協議の中で引き続き解決が図られない課題がある。 

特別交付金の割合の引下げ、都市計画交付金の改善については、見解の

相違があり、引き続きの議論を行うこととなった。 

これらの課題については、これまでも議論が続いているが、制度の相互

理解と協力関係が深まるよう、議論をしていきたいと考える。 

他方、都と区が連携して取り組むべき課題も山積していることから、宿

題は宿題として、未来志向の意見交換ができるよう東京都と区長会は、よ

り緊密なコミュニケーションを取れるようお互いに心掛けて参りたいと

考える。今なお続く、物価高騰の長期化への対応や安全・安心なまちづく

り、また少子・高齢化対策など、取り組むべき喫緊の課題が山積している。 

今後とも、都と特別区がこれまで以上に連携を深め、この難局を乗り越

えていかなければならないと考えている。 

都区が真摯に協議を重ねながら、諸課題の解決に当たっていくことを期

待して、協議案を了承する。 
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